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秋田県建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札の参加要件標準 新旧対照表 
新 旧 
 

秋田県建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札の参加要件標準 
                                                      （平成２０年３月１７日建管－２４６０） 

 
第１章 土木関係建設コンサルタント業務 
１－１ 参加要件 

設計業務等標準積算基準書（秋田県建設部）、下水道用設計標準歩掛表（国土交通省）、農業農村

整備業務標準積算基準書（秋田県農林水産部）又は森林整備保全調査等業務標準積算基準書（秋田

県農林水産部）、漁港漁場関係事業積算基準（水産庁漁港漁場整備部）を適用する土木関係建設コン

サルタント業務については、別表－１～７に応じて発注業務を業務Ａ～Ｄに区分し、入札に参加で

きる者の要件について、表１－１、表１－２及び表１－３を標準として定めるものとする。 
別表１～７にない業務については、業務難易度等を勘案し、適切に業務区分を設定するものとす

る。 
 
(1) 設計業務等標準積算基準書（秋田県建設部）又は漁港漁場関係事業積算基準（水産庁漁港漁場整

備部）を適用する業務の標準要件（表１－１） 

要 件 
業務区分 

業務Ａ 業務Ｂ 業務Ｃ 業務Ｄ 

地域 地域要件 

（注1,2） 

・県内に主たる営業

所 

・県内に主たる営業所 

・県内に営業所(準県内) 

・県内に主たる営業

所 

・県内に営業所 

・東北管内に主たる営

業所 

・東北管内に営業所 

実績

注3) 

会社 （必要に応じて） 

同種類似業務実績 

（必要に応じて） 

同種類似業務実績 

同種類似業務実績 同種類似業務実績 

管理技術者 － （必要に応じて） 

同種類似業務実績 

同種類似業務実績 同種類似業務実績 

照査技術者 － － 同種類似業務実績 同種類似業務実績 

配置

予定

技術

者の

資格

注4)

注5) 

管理技術者 ・技術士 

・技術士同等 

・ＲＣＣＭ 

（全て部門指定） 

・技術士 

・技術士同等 

・ＲＣＣＭ 

（全て部門指定） 

・技術士 

（部門指定） 

・技術士 

（部門指定） 

照査技術者 ・技術士 

・技術士同等 

・ＲＣＣＭ 

（全て部門指定） 

・技術士 

・技術士同等 

・ＲＣＣＭ 

（全て部門指定） 

・技術士 

・技術士同等 

・ＲＣＣＭ 

（全て部門指定） 

・技術士 

（部門指定） 

 
(2)～(3) 略 

 

秋田県建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札の参加要件標準 
                                                      （平成２０年３月１７日建管－２４６０） 

 
第１章 土木関係建設コンサルタント業務 
１－１ 参加要件 

設計業務等標準積算基準書（秋田県建設部）、                   農業農村

整備業務標準積算基準書（秋田県農林水産部）又は森林整備保全調査等業務標準積算基準書（秋田

県農林水産部）、漁港漁場関係事業積算基準（水産庁漁港漁場整備部）を適用する土木関係建設コン

サルタント業務については、別表－１～６に応じて発注業務を業務Ａ～Ｄに区分し、入札に参加で

きる者の要件について、表１－１、表１－２及び表１－３を標準として定めるものとする。 
別表１～６にない業務については、業務難易度等を勘案し、適切に業務区分を設定するものとす

る。 
 
(1) 設計業務等標準積算基準書（秋田県建設部）又は漁港漁場関係事業積算基準（水産庁漁港漁場整

備部）を適用する業務の標準要件（表１－１） 

要 件 
業務区分 

業務Ａ 業務Ｂ 業務Ｃ 業務Ｄ 

地域 地域要件 

（注1,2） 

・県内に主たる営業

所 

・県内に主たる営業所 

・       準県内  

・県内に主たる営業

所 

・県内に営業所 

・東北管内に主たる営

業所 

・東北管内に営業所 

実績

注3) 

会社 （必要に応じて） 

同種類似業務実績 

（必要に応じて） 

同種類似業務実績 

同種類似業務実績 同種類似業務実績 

管理技術者 － （必要に応じて） 

同種類似業務実績 

同種類似業務実績 同種類似業務実績 

照査技術者 － － 同種類似業務実績 同種類似業務実績 

配置

予定

技術

者の

資格

注4)

注5) 

管理技術者 ・技術士 

・技術士同等 

・ＲＣＣＭ 

（全て部門指定） 

・技術士 

・技術士同等 

・ＲＣＣＭ 

（全て部門指定） 

・技術士 

（部門指定） 

・技術士 

（部門指定） 

照査技術者 ・技術士 

・技術士同等 

・ＲＣＣＭ 

（全て部門指定） 

・技術士 

・技術士同等 

・ＲＣＣＭ 

（全て部門指定） 

・技術士 

・技術士同等 

・ＲＣＣＭ 

（全て部門指定） 

・技術士 

（部門指定） 

 
(2)～(3) 略 
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新 旧 
 

１－２ その他 
(1) 略 
(2) 土木関係建設コンサルタント業務のうち設計業務等標準積算基準書（秋田県建設部）、下水道用設

計標準歩掛表（国土交通省）、農業農村整備業務標準積算基準書（秋田県農林水産部）、森林整備調

査等保全業務標準積算基準書（秋田県農林水産部）又は漁港漁場関係事業積算基準（水産庁漁港漁

場整備部）を適用しない業務であっても、この基準に準じて取り扱うことができるものとする。 

 

第２章 略 
 

第３章 測量業務  

３－１ 参加要件 
 略 
(1) 業務区分表（表３－１） 

業務区分 業 務 内 容 

業務① 一般的な測量業務で予定価格が３百万円未満のもの 

業務② 〃    予定価格が３百万円以上７百万円未満のもの 

業務③ 〃    予定価格が７百万円以上１千万円未満のもの 

業務④ 〃    予定価格が１千万円以上３千万円未満のもの 

業務⑤ 〃    予定価格が３千万円以上のもの 

業務⑥ 空中写真測量等特殊な技術を要する測量業務 

注１）一般的な測量業務とは、測量仕様書に規定する基準点測量、水準測量、平板測量、路線測量、河川測量及び 

用地測量並びにこれらに類する業務をいう。 

注２）特殊な技術を要する測量業務とは、測量仕様書に規定する空中写真測量及び数値地形測量並びにこれらに類

する業務をいう。（主たる業務が無人航空機に登載する測量機器を用いた測量業務（UAV 測量）を除く） 

 

(2) 略 
 
第４章～第６章 略 

 

 

 附 則 

１ この改正は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規定は、令和５年４月１日以降に入札公告を行う業務に適用する。 

 

 

 

１－２ その他 
(1) 略 
(2) 土木関係建設コンサルタント業務のうち設計業務等標準積算基準書（秋田県建設部）、    計

標             農業農村整備業務標準積算基準書（秋田県農林水産部）、森林整備調

査等保全業務標準積算基準書（秋田県農林水産部）又は漁港漁場関係事業積算基準（水産庁漁港漁

場整備部）を適用しない業務であっても、この基準に準じて取り扱うことができるものとする。 

 

第２章 略 
 

第３章 測量業務 
３－１ 参加要件 
 略 

(1) 業務区分表（表３－１） 

業務区分 業 務 内 容 

業務① 一般的な測量業務で予定価格が３百万円未満のもの 

業務② 〃    予定価格が３百万円以上７百万円未満のもの 

業務③ 〃    予定価格が７百万円以上１千万円未満のもの 

業務④ 〃    予定価格が１千万円以上３千万円未満のもの 

業務⑤ 〃    予定価格が３千万円以上のもの 

業務⑥ 空中写真測量等特殊な技術を要する測量業務 

注１）一般的な測量業務とは、測量仕様書に規定する基準点測量、水準測量、平板測量、路線測量、河川測量及び 

用地測量並びにこれらに類する業務をいう。 

注２）特殊な技術を要する測量業務とは、測量仕様書に規定する空中写真測量及び数値地形測量並びにこれらに類

する業務をいう。                                        

 

(2) 略 

 

 

第４章～第６章 略 
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新 旧 

 
別表－４以降、項番変更 

（新規追加） 

 


